
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

                                                    

                                                 

 

 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

警視庁手配 

１９９９年６月 

少年を刺殺 

中国名 

バク シンキョウ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

『
雨
の
日
も
ど
ろ
ぼ
う
は
、

や
っ
て
く
る
』
、
刑
事
に
な
っ
た

先
輩
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ

て
ま
し
た
。
ガ
ラ
ス
を
割
る
音 

が
響
か
な
か
っ
た
り
、
人
の
往
来
が
少
な
い
の
で 

 

人
目
に
つ
き
に
く
い
、
等
の
理
由
だ
そ
う
で
す
。 

ち
な
み
に
、
那
加
地
区
の
空
き
巣
被
害
の
発
生

件
数
は
、
令
和
三
年
の
十
件
に
比
べ
て
令
和
四
年

は
、
三
件
と
激
減
し
ま
し
た
が
、
県
下
で
は
九
百

七
十
六
件
の
侵
入
盗
被
害
が
あ
り
、
六
月
は
月
平

均
に
あ
た
る
八
十
一
件
も
発
生
し
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

 

名
鉄
市
民
公
園
前
駅
北
側
の
神
明
神
社
内
に
弔

い
の
碑
が
あ
る
『ね
ず
み
小
僧
次
郎
吉
』が
雨
の
日

に
悪
行
を
働
い
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
り 

ま
せ
ん
が
、
雨
の
日
も
ご
用
心
を
・・。 

     

 

 

 

 

 

 

あ
げ
た
手
は 

い
の
ち
を
し
ら
せ
る 

警
報
機 

【 

交
通
安
全
年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン 

こ
ど
も
部
門 

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
賞 

】 

大
学
生
等
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
。
〇
五
八
ー
二
七
一
ー
二
四
二
四 

内
線
三
〇
三
三
ま
で 

各務原けいさつの

ホームページの 

ＱＲコードだよ。 

警察相談専用ダイヤル♯９１１０ 

全国交通事故死者数７８４名【4/27現在】岐阜１３名 

 

ー 

Ｓｉｎｃｅ１９７８．３ 

性犯罪被害相談専用ダイヤル♯８１０３ 

令 和 ５ 年 ６ 月 号 

各務原警察署那加交番 

電話 ０５８－３８３－６９０３ 

本署 ０５８－３８３－０１１０ 

   

  
申込書受付 ６月３０日～８月４日 

大 卒：昭和６３年４月２日生～ 

高卒等：昭和６３年４月２日生～ 

平成１８年４月１日生 

です。詳しくは、那加交番、本署警務課、もし

くは、 

警察本部採用直通ダイヤル 

０５８－２７２－３１４０ 

まで電話下さい。 

①   

●感情の起伏が激しくなった  

●意味不明な話をする  

②  ●薬物の話をすると不機嫌になる 

③ という人はいませんか？ これは 

④ 薬物依存症の人のほんの一例です。 

⑤ 警察にご相談下さい。覚せい剤、麻薬は、一回

使っただけでも乱用です。  

⑥   また、近所でこのような方を見掛けられました

らお知らせ下さい。 

小手 

麺 

胴 

水 み 

無 な 

月 づ
き 

重要 指名 手配 

☆警察庁指定★ 

吉屋 強 ４５歳 

覚せい剤等に手をださない

で 

シートベルト・チャイルド 

シートを着用しましょう。 

令和４年中の県内交通

事故死者３１名中、８名が

シートベルト非着用。その

うち、シートベルトを着用し

ていたら助かったであろう

人は、２名。命を守るシート

ベルト、チャイルドシートで   

す。是非、 

着用して 

下さい。 

 

不法就労等  

出入国在留管理庁から、在留カードの真偽を確かめる『在留カード等読取アプリケーション』が配布さ

れています。※詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ等をご確認下さい。 

ご注意を 

〇外国人を雇用される会社は、当人の在留資

格などを、必ず確認して下さい。 

〇不法滞在でなくとも、就労資格がないのに

働いたり、出入国在留管理庁から認められ

た範囲外の仕事をさせた場合などは、外国

人のみならず、当該事業主も処罰の対象と

なりますのでご注意願います。 

出入国在留管理庁長官 

ＰＥＲＩＯＤ ＯＦ ＶＡＬＩＤＩＴＹ ＯＦ ＴＨＩＳ ＣＡＲＤ  

在留期間（ 満了日 ） 

ＰＥＲＩＯＤ ＯＦ ＳＴＡＹ 

（ＤＡＴＥ ＯＦ ＥＸＰＩＲＡＴＩＯＮ）  

ADDRESS 

DATE OF BIRTH 

ＮＡＭＥ 


